
平成３０年度第２回高齢者いきいき相談室研修 開催要項

１．目的

   高齢者いきいき相談室には、介護保険だけではなく高齢者に関するさまざまな相談が寄せられます。身近

で気軽に立ち寄れる相談窓口として、これらのさまざまな相談に広く対応し、適切な関係機関につなぐこと

ができるようにすることを目的とするものです。

２．日程、会場

日 程 会 場

平成３１年２月１４日（木） 14:00～16:00（受付 13:30～）

※ただし、すでに高齢者いきいき相談室を受託している事業所

（以下「継続事業所」という。）は 15:30終了

中区役所ホール

（名古屋市中区栄四丁目１番８号）

※地下鉄栄駅 12番出口より東へ 1分

３．内容

  ・成年後見制度の利用促進、運営マニュアル、昨年度の取り組み状況等について

  ・（新規事業所向け）いきいき支援センターの業務概要、運営マニュアル、実績報告等について

４．対象者

   高齢者いきいき相談室の受託を希望する居宅介護支援事業所の方で、原則として相談業務を行う方（主任

介護支援専門員、介護支援専門員等）

○注 （新規事業所様へ）

新規に平成３１月４月 1日から高齢者いきいき相談室を受託するためには当該事業所から必ず１名

以上（法人単位不可）受講していただく必要があります。

○注 （継続事業所様へ）

平成３１年度高齢者いきいき相談室を受託するためには、前回の研修（H31.8.20実施）または 2月の研

修のどちらかに、当該事業所から必ず１名以上（法人単位不可）受講していただく必要があります。

５．主催等

主催：名古屋市

   企画・運営：いきいき支援センター事務局（名古屋市社会福祉協議会 地域福祉推進部）

６．費用 

無料

７．申込み

 （１）申込方法

別紙申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ、郵送または持参にてお申し込みください。

（２）申込期限  

平成３１年２月１日（金）必着

（３）申込先及び問い合わせ先

  いきいき支援センター事務局（名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進部 担当：吉川・渡辺）

   住所 〒４６２－８５５８ 名古屋市北区清水４－１７－１ 総合社会福祉会館５階

   ＴＥＬ ０５２－９１１－３１９３ ／ ＦＡＸ ０５２－９１７－０７０２

（４）その他

受講決定通知はありません。


